
平成１９年度食品試験検査の実施結果について

平成１９年度に，茨城県では，県内に流通する食品の安全確保を図るため，下記のとおり試験

検査を実施しました。

なお，検査の結果不適となった食品については，関係機関と連携を図り，流通から排除すると

ともに，再発防止のために生産者や輸入者等の指導を徹底しました。

１ 県内産農産物の残留農薬検査

（検査実施機関： 財）茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター）（

食品衛生法では、全ての農産物に残留農薬基準が設定されています。

平成１９年度は、県内産２３種類７０検体の農産物を卸売市場などから収去し、残留農薬基

準のあるうちの１０４農薬について試験検査を実施しました。検査結果は下記のとおりです。

【検査結果】

農 産 物 検 体 数 検査対象農薬 不適検体数

２３種類 ７０ １０４ １（春菊）※

※ フェニトロチオン０．８ｐｐｍ検出（基準値０．２ｐｐｍ）

フェンチオン ０．０２ｐｐｍ検出（基準値０．０１ｐｐｍ）

（検査対象農産物）

トマト、きゅうり、キャベツ、日本なし、ほうれん草、米（玄米 、大根、なす、白菜、）

水菜、ピーマン、レタス、さつまいも、とうもろこし、スイカ、メロン、ねぎ、ニンジン、

春菊、大葉、かぼちゃ、ブロッコリー、いちご 以上２３種類

（検査実施機関：県西食肉衛生検査所）２ 畜水産食品中の動物用医薬品試験検査

県内産の牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵及びはちみつ３０７検体について、動物用医薬品（抗生物

質、合成抗菌剤）の検査を実施した結果、はちみつ１検体に違反が確認されました。

【検査結果】

検 体 牛 肉 豚 肉 鶏 肉 鶏 卵 鴨肉 はちみつ 計

検査検体数 ６１ １２１ ７０ ４４ １ １０ ３０７

違反検体数 １ ※ １

※ クロルテトラサイクリン０．４３６ｐｐｍ検出(基準値０．３ｐｐｍ)



３ 輸入食品の試験検査

（検査実施機関：衛生研究所（理化学検査 ，保健所検査課（細菌検査 ）） ）

輸入かんきつ類、食肉類、冷凍食品、乾燥果実、ワイン、清涼飲料水等の細菌検査及び理化

学検査を実施した結果、冷凍魚介類の２検体に表示不適が確認されました。

【検査結果】

食 品 かんきつ類 乾燥果実 乾燥かんぴ シラップ ワイン 食肉

ょう 漬

検査項目 残留農薬 漂白剤 漂白剤 漂白剤 酸化防止剤 抗生物質等

検査検体数 ２５ ２ ２ ２３ ２１ ３０

（ ）不適検体数

食肉製品 清涼飲料水 冷凍食品 冷凍魚介 計

類

細菌検査 細菌検査 細菌検査 保存料 －

（ ） （ ）４０ １０ ５０ １７ ２ ２２０ ２

（輸出国名）

中国、米国、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、

デンマーク、カナダ、イスラエル等

（検査実施機関：保健所検査課）４ 卵及びその加工品の試験検査

鶏卵、液卵及び卵加工品（卵焼き等）２３３検体について、サルモネラ属菌、一般細菌数等

の検査を実施した結果、不適なものはありませんでした。

【検査結果】

項 目 検体数 不適検体数 検査項目

鶏 卵 ８１ － 細菌数、サルモネラ属菌、大腸菌群

液 卵 ８０ － 細菌数、サルモネラ属菌、大腸菌群

卵加工品 ７２ － 細菌数、サルモネラ属菌、大腸菌

計 ２３３ －



（検査実施機関：保健所検査課）５ 生食用等食肉の試験検査

食肉及び食肉加工品１２０検体について、カンピロバクター属菌等による汚染の有無の検査

、 。を実施した結果 鶏肉３０検体からカンピロバクター属菌またはサルモネラ属菌が検出された

【検査結果】

食品 検体数 検出検体数 検査項目

カンピロバクター属菌、サルモネラ属菌、生食用等食肉 １０６ ３０
腸管出血性大腸菌

食肉加工品 １４ － 〃

計 １２０ ３０

６ 魚介類の水銀・ＰＣＢ・ＴＢＴＯの試験検査

（検査実施機関： 財）茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター）（

県内で採取される魚介類３０検体について、環境汚染物質である水銀、ＰＣＢ、ＴＢＴＯに

よる汚染の有無の検査を実施した結果、厚生労働省が定める暫定基準値を超えるものはありま

せんでした。

【検査結果】

種 類 検 体 数 検査結果 検査項目

淡水魚介類 ８ 全て暫定基準値内 水銀、ＰＣＢ、ＴＢＴＯ

近海魚介類 ２２ 全て暫定基準値内

（淡水魚介類） 採取：霞ヶ浦、北浦、涸沼

種類：ワカサギ、ハゼ、シジミ、シラウオ

（近海魚介類） 採取：平潟沖、久慈沖、那珂湊沖、大洗沖、波崎沖

種類：イワシ、サバ、ヒラメ、カレイ、アナゴ、タイ、スズキ、ホウボウ、

エビ、ハマグリ、イカ

７ 県外産農産物及び農産物加工品の残留農薬検査

（検査実施機関：衛生研究所）

県外産農産物６種類１９検体および県内で製造した農産物加工品８検体を収去し、１２０農

薬（加工品は１００項目）について試験検査を実施した結果、不適となったものはありません

でした。



【検査結果】

検 体 検体数 検査対象農薬 不適検体数

県外産農産物 １９ １２０ ―

農産物加工品 ８ １００ ―

（県外産農産物）産地：北海道、群馬県、青森県、長野県等

種類：トマト、キャベツ、ダイコン、ニンジン、キュウリ、レタス

（農産物加工品）種類：果汁、野菜ジュース等

８ カキのノロウイルス汚染検査

（検査実施機関：衛生研究所）

生食用又は加熱用カキ１０検体について、ノロウイルスによる汚染の有無の検査を実施した

結果、不適となったものはありませんでした。

【検査結果】

検 体 検体数 不適検体数

生食用カキ ９ ―

加熱用カキ １ ―

９ 遺伝子組換え食品の試験検査

（検査実施機関：衛生研究所）

県内流通のトウモロコシと大豆加工食品の 検体について、安全性未審査トウモロコシ及15

び遺伝子組み換え大豆の混入の有無について検査を実施した結果，不適となったものはありま

せんでした。

【検査結果】

検 体 数 不適検体数

５ ―トウモロコシ加工食品

（原料トウモロコシ）

大豆加工食品（原料大豆） １０ ―



１０ アレルギー物質食品試験検査

（検査実施機関：衛生研究所 （財）茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター），

加工食品９５検体について、アレルギー特定原材料である乳、卵、小麦、そば、落花生の

含有の有無及び含有している場合の表示の適否を検査したところ、不適なものはありません

でした。

【検査結果】

試験検査項目 検 体 数 不適検体数

乳 ２８ ―

卵 ２８ ―

小麦 ２５ ―

そば ９ ―

落花生 ５ ―

１１ 輸入野菜の残留農薬検査

（検査実施機関：衛生研究所）

県内に流通する輸入野菜６種４０検体について農薬の残留を検査した結果、食品衛生法に

基づく残留基準に違反した農産物はありませんでした。

【検査結果】

農産物 検 体 数 検査対象農薬 不適検体数

６種類 ４０ １２０ ―

（対象農産物）ブロッコリー、アスパラガス、パプリカ、未成熟インゲン、ホウレン草、

カボチャ

（原産国名）中国、米国、タイ、韓国、ニュージーランド、オランダ、ペルー、メキシコ等


